
危険物取扱者保安講習（対面講習）の郵送による受講申請について

【郵送申請方法】
下記①・②・③を封筒に入れ、郵便局窓口にて簡易書留郵便で郵送してください。
　①必要事項を記入した申請書
　　（表面に、危険物取扱者免状の写し（表裏）・千葉県収入証紙 5,300 円分を貼付）
　　　　　　※千葉県収入証紙は（一社）千葉県危険物安全協会連合会、各地域振興事務所、
　　　　　　　市町村役場等で販売しています。
　　　　　　　郵便局で販売している収入印紙ではありませんのでご注意ください。
　②必要事項を記入した受講票
　③受講票返信用封筒（返信用切手貼付、返信先記入）
　　　※数の申請をまとめて郵送する場合の返信用封筒は、Ａ４サイズの受講票が入る封筒にし

てください。返信用切手は下記の「めやす」を参考にして貼付してください。
　　　　申請書送付先：〒260－0843　千葉市中央区末広２－14－１　ワクボビル２階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一社）千葉県危険物安全協会連合会

※申請書記入内容に不備があった場合や、手数料の千葉県収入証紙を貼付していない場合は、
受付はできませんのでご注意ください。

　申請書郵送後、受講希望日の５日前までに受講票が返送されない場合は、（一社）千葉県危険
物安全協会連合会（電話：043－266－7930）へご連絡ください。

オンライン保安講習

オンライン講習に関する注意事項

　⑴　居住地若しくは勤務地が千葉県の方で、製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物
の取扱作業に従事している方を対象とします

　⑵　パソコン及びモバイル端末で受講できますが、推奨環境等を確認してから受講申請
をしてください。

　　　【 推奨環境ご案内ページ http://www.netlearning.co.jp/about/index.html 】

　⑶　オンライン講習の申し込み後は、対面講習への変更はできません。

　⑷　オンライン講習システムへのログイン後の視聴、効果測定の方法等は、
　　　株式会社ネットラーニング ラーニングセンター
　　　E-mail：support@netlearning.co.jp にお問合せください。

１　事前メール及び受講申請書受付期間及び受講開始日

・受付期間中でも、定員に達し次第締め切りとなります。（定員は各回600名）
・受講可能の承認メールは、申請書の提出及び受講登録完了後、受講開始日に各受講者へ

送信されます。受講期限である１か月以内に受講終了してください。
・講習中には、システム内で「効果測定」が実施されます。
・受講期限を過ぎても終了できない場合は、受講不可になります。受講期限の延長はしま

せんので、必ず期限内に終了させてください。
・期限内に終了できない場合は、千葉県危険物安全協会連合会へご連絡ください。

２　講習科目及び時間

　　講習科目
　　・危険物関係法令に関する事項　　　講習時間　１時間（効果測定あり）
　　・危険物の火災予防に関する事項　　講習時間　２時間（効果測定あり）
　　　（受講期間内であれば、随時視聴可能です。）
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簡易書留郵便
（郵便局窓口へお出しください）

※複数の申請をまとめて郵送する場合は、
　返信用封筒はＡ４サイズが入る定形外
　封筒・貼付する切手代は「めやす」を
　参考にしてください。

①受講申請書　　
危険物取扱者免状の写し（表裏）及び

　　　　　　　　千葉県収入証紙 5,300 円分を貼付
②受講票
③返信用封筒

返信用封筒と郵送料（切手代）の「めやす」
封　　筒

定形封筒
（Ａ４横三つ折り）

定形外封筒
（Ａ４がそのまま入る）

申請者人数

１名～２名

３名～５名

６名～15名

16名～20名

110円

140円

180円

270円

料　金

※実際の重量が「めやす」とは異なる場合
　や郵送料が変わる場合がありますので、
　詳しくは郵便局で確認してください。

切手

（令和６年 10 月１日改定）

事前メール・システム登録受付期間 受講申請書受付期間 受講開始日

令和８年６月15日（月）
～６月22日（月）

令和８年６月22日（月）
～６月26日（金）

令和８年７月13日（月）
～７月21日（火）

令和８年７月21日（火）
～７月27日（月）

令和８年10月26日（月）
～11月２日（月）

令和８年11月２日（月）
～11月９日（月）

令和８年12月７日（月）
～12月14日（月）

令和８年12月14日（月）
～12月18日（金）

講習種別

給油取扱所
一　　　般

コンビナート

給油取扱所
一　　　般

給油取扱所
コンビナート
一　　　般

講習名

第１回
オンライン講習

第２回
オンライン講習

第３回
オンライン講習

第４回
オンライン講習

７月７日（火） 

８月５日（水） 

11月24日（火） 

１月20日（水） 

定員：各回600名

{
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危険物取扱者保安講習（対面講習）受講上の注意事項

１　各回の受付期間（P５～６参照）を厳守してください。
　　受付は、会場の定員になり次第締め切りとします。
　　会場の定員は、都合により縮小する場合もありますので、ご了承ください。

２　原則として、受付後の受講日時の変更は認めませんが、やむを得ず変更の必要が生じ
た場合や欠席する場合は、講習前に必ず（一社）千葉県危険物安全協会連合会【043－
266－7930】にご連絡ください。

３　感染症等予防のため、別途注意事項を定める場合がありますのでご承知ください。受
講される方は下記の点に十分ご注意くださるようお願いします。

　⑴　咳やくしゃみ、のどの痛みや発熱など、風邪のような症状のある方は受講をお控え
ください。

　⑵　会場内では、咳エチケット、手洗いなど感染予防対策を心掛けてください。
　⑶　上記以外にも会場の注意事項にご留意いただく場合があります。当協会のホームページ

をご覧ください。
　⑷　受講予定日に上記症状等により受講ができなかった場合は、（一社）千葉県危険

物安全協会連合会【043－266－7930】へ早急にご連絡ください。

４　講習当日は、危険物取扱者免状、受講票及び筆記用具を必ず持参してください。

５　講習終了後、危険物取扱者免状に受講済みの証印を押しますので、必ず押印を受けてく
ださい。

６　講習手数料は、理由の如何を問わず返却できませんので、欠席しないようにして
ください。

７　事故等により中止もしくは会場や日程の変更をする場合には、緊急情報として千葉県
防災危機管理部消防課及び（一社）千葉県危険物安全協会連合会のホームページに掲載
します。

　　特に、気象庁が発表する特別警報等の防災情報に対応する場合の緊急情報は、講習開
始時間の２時間前までに千葉県防災危機管理部消防課ホームページに掲載します。

８　受付時間等はP２の５⑵記載のとおりですので、厳守してください。市原市市民会館
会場は他会場と異なります。遅刻は原則認めません。

　　なお、会場によっては駐車場がない場合がありますので、車での来場はなるべく差し控
えてください。

３　講習手数料
　　１名につき5,300円（千葉県収入証紙を貼付）
　　千葉県収入証紙：各地域振興事務所・市町村役場・(一社)千葉県危険物安全協会
　　　　　　　　　　連合会等で販売しています。
　　　　　　　　　　「収入印紙」ではありませんので、ご注意ください。

　　※　千葉県収入証紙は、令和８年12月末で販売を終了する予定です。
　　　　販売：　令和８年12月末まで　　　使用期限：　令和９年12月末まで

　令和９年１月からは、千葉県の発行する納付書兼領収書も使用可能になる予定です

受付後の講習手数料は、理由の如何を問わず返却できません

４　受講までの手続き
　①　「オンライン講習事前連絡書」をメール送付する
　　千葉県危険物安全協会連合会ホームページから「オンライン講習事前連絡書（エ

クセルファイル）」をダウンロードし、必要事項を入力してメールで当連合会あ
てに（ckoushu@themis.ocn.ne.jp）送付してください。

　②　講習システムに登録する
　　事前連絡書を当連合会が受付後、発信メールアドレス宛に、講習システムの受講

登録用ＵＲＬ・企業ＩＤ・パスワードを記載したメールが返信されます。
　　メールの案内に従って、ネットラーニング社サイトにアクセスしてシステムに登
録をお願いします。

　　システム登録受付期間内に必ず登録してください。
　　期日までに登録を行わない場合は、受講できませんのでご注意ください。
　　※「受講者マニュアル」（千葉県危険物安全協会連合会ホームページに掲載）も

ご参照ください。
　③　受講申請書を郵送する
　　受講登録についての案内メールを受領したら、受講申請書を（一社）千葉県危険物

安全協会連合会へ簡易書留で郵送してください。各回の受付期間内の消印有効です。
　　・申請書は対面講習と同じ用紙を使用し、申請書の会場名欄に「オンライン」と
　　　記入（受講票は使用しないため、送付不要）
　　・申請書に危険物取扱者免状の表と裏の写し及び千葉県収入証紙5,300円分を貼付
　　・申請書は、下記連合会への郵送のみで受付
　　　連合会窓口及び千葉県内各消防本部（局）での受付は行いません。

　　　【送付先】〒260－0843　千葉市中央区末広2－14－1　ワクボビル２階
　　　　　　　（一社）千葉県危険物安全協会連合会　　℡ 043－266－7930

　※　申請者が複数の場合、申請書の提出等の手続きは代表者(担当者）が一括して
行って構いません。

　※　テキストは冊子ではなく、システム内のデジタル版を使用します。
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４　会場、日時及び講習種別
　　　P５～８「別表　講習日程」のとおり
５　講習内容等
　⑴　講習科目
　　・危険物関係法令に関する事項〔１時間〕
　　・危険物の火災予防に関する事項〔２時間〕
　⑵　講習の時間割（市原市市民会館会場は他会場と異なります）

　⑶　講習テキスト
　　　「危険物取扱者保安講習テキスト　危険物の保安管理」（発行：（一財）全国危険物安全協会）
　　　「給油取扱所」「コンビナート」「一般」の講習種別に応じ該当するものを、講習当日、
　　　受付にて配布します。
　⑷　講　　師
　　　（一社）千葉県危険物安全協会連合会専任講師

６　講習手数料
　　１名につき5,300円（千葉県収入証紙）
　　千葉県収入証紙：各地域振興事務所・市町村役場・（一社）千葉県危険物安全協会
　　　　　　　　　　連合会等で販売しています。
　　　　　　　　　　受付場所の消防局・消防本部では販売していません。
　　　　　　　　　　「収入印紙」ではありませんので、ご注意ください。

　　※　千葉県収入証紙は、令和８年12月末で販売を終了する予定です。
　　　　販売：　令和８年12月末まで　　　使用期限：　令和９年12月末まで

　令和９年１月からは、千葉県の発行する納付書兼領収書も使用可能になる予定です

受付後の講習手数料は、理由の如何を問わず返却できません

７　個人情報の取扱について
　　申請書に記載された個人情報は、保安講習業務以外には使用しません。

８　問い合わせ先
　　・一般社団法人 千葉県危険物安全協会連合会　（電話 043－266－7930）
　　（〒260－0843　千葉市中央区末広２－14－１　ワクボビル２Ｆ）（下記地図参照）
　　・各受付場所（詳細はP５～６参照））
　　・千葉県防災危機管理部消防課予防・石油コンビナート班（電話 043－223－2177）
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　ワクボビル２Ｆ

　　　　　　  午前の部　　　　  午後の部
受付時間　９：20～９：40　  13：10～13：30
講習時間　９：40～12：40　  13：30～16：30

※市原市市民会館　午前の部　　　　  午後の部
受付時間　９：00～９：20　  13：20～13：40
講習時間　９：20～12：20　  13：40～16：40

５　受講の開始
　　講習開始日に、ネットラーニング社から「承認」メールが届きますので、システ

ムの案内に従って受講してください。

６　受講証明書について
　　ネットラーニング社のシステムから、「危険物取扱者保安講習受講（仮）証明書」

（「無効」と表示されたもの）を令和９年３月31日までに印刷し、有効な証印入
りの受講証明書と交換することとなります。

　　証印入りの受講証明書は、以下の方法で受け取り、必ず免状と共に保持してくだ
さい。

　　なお、受講証明については、①危険物取扱者免状の裏面に証印を受ける方法と、
②証印の入った受講証明書（紙）を受け取る方法があります。どちらを選んでも構
いません。

　　※令和９年４月１日以降は、①、②いずれの場合でも、千葉県防災危機管理部
　消防課予防・石油コンビナート班へ連絡してください。

　　免状を書換する際には、証印入りの受講証明を提示する必要があります。

受講証明書受取方法
　①免状裏面に証印を受ける場合
　郵　送　以下のものを千葉県防災危機管理部消防課予防・石油コンビナート班へ簡
　　　　易書留で郵送してください。

　　　　　　・危険物取扱者免状
　　　　　　・危険物取扱者保安講習受講（仮）証明書
　　　　　　・返信用封筒（簡易書留郵送分の切手貼付、返信先住所・氏名を記載）
　窓　口　事前に連絡のうえ、以下のものを千葉県防災危機管理部消防課予防・石油

　　　　コンビナート班へ持参し証印を受けてください。（受付は、平日の８：30
　　　　～17：15）

　　　　　　・危険物取扱者免状
　　　　　　・危険物取扱者保安講習受講（仮）証明書
　　　　　（事前連絡がないと、対応者が不在の場合や、確認に時間をいただく場合

　　　　がありますので、ご注意ください。）

≪免状裏面に証印を受ける場合の連絡先≫

千葉県防災危機管理部消防課
予防・石油コンビナート班

℡　043－223－2177
〒260-8667　千葉市中央区市場町1－1

千葉県庁　中庁舎６階

返信用封筒と郵送料のめやす （令和６年10月１日改定）

重さ

定型

人数郵送料
（簡易書留）

50 g

50 g

100 g

150 g

250 g

500 g

1000 g

460 円

490 円

530 円

620 円

670 円

860 円

1100 円

1～6 名分

1～4 名分

5～12 名分

13～19 名分

20～35 名分

36～74 名分

75～146 名分

～

～

～

～

～

～

～

定 

形 

外
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　消防法（昭和23年法律第186号）第13条の23の規定による危険物の取扱作業の保安
に関する講習を次により実施します。
　各会場で受講する「対面講習（P1～8）」と、各自のパソコン等で受講する「オンラ
イン講習（P９～12）」があるので、希望する形式のページを参照のうえ申請してくだ
さい。

対面講習

１　受講対象者
　　甲種、乙種又は丙種危険物取扱者免状所持者で、製造所等において危険物取扱作
業に従事している者。※ただし、同作業に従事していない方でも受講は可能です。
２　講習の種別
　　主に従事する作業内容別に以下の３種の講習を実施します。
　⑴　給油取扱所
　　　給油取扱所において危険物の取扱作業に従事する者を対象とした講習
　⑵　コンビナート
　　　石油コンビナート等災害防止法第２条第６号に規定する特定事業所において危
険物の取扱作業に従事する者（⑴を除く）を対象とした講習

　⑶　一般
　　　⑴及び⑵以外の施設において危険物の取扱作業に従事する者を対象とした講習
３　受講申請方法
　⑴　受付場所
　　・（一社）千葉県危険物安全協会連合会〈窓口申請・郵送申請〉
　　・各回の受付消防本部（局）内危険物安全（所管）協会（詳細はP５～６参照）〈窓口申請のみ〉
　　　※千葉市消防局内千葉市危険物安全協会及び千葉市内各消防署を除く。
　⑵　受付期間等
　　　受付時間：９時30分から16時30分（但し12時から13時を除く。）
　　　受付期間：会場毎に異なります。P５～６の講習日程を参照の上、それぞれの受付
　　　期間内に当該協会へ申し込んでください。
　⑶　申請方法
　　①窓口申請（各受付場所へ：詳細はP５～６参照）
　　・申請書及び受講票に必要事項を記入のうえ、危険物取扱者免状（以下「免状」

という。）の表・裏の写し及び講習手数料として千葉県収入証紙5,300円分を申
請書に貼付し、受付期間内に各受付場所に提出してください。

　　・受付後、原則として、その場で受講票を交付します。
　　②郵送申請（（一社）千葉県危険物安全協会連合会へ：詳細はP４参照）
　　・受付期間内に、P４の郵送申請方法を参照して、簡易書留にて提出してください。
　　・受講票は受付後、返送します。（受講希望日の５日前までに受講票が返送されない

場合は、（一社）千葉県危険物安全協会連合会へお問い合わせください。）

令和８年度危険物取扱者保安講習実施要領

実施機関：千　　　　葉　　　　県
受託機関：（一社）千葉県危険物安全協会連合会

②証印の入った受講証明書（紙）を受け取る場合

郵　送　以下のものをP11の千葉県防災危機管理部消防課予防・石油コンビナート班
または下記の（一社）千葉県危険物安全協会連合会へ郵送してください。

　　　　・危険物取扱者保安講習受講（仮）証明書
　　　　・返信用封筒（郵送料分切手（簡易書留による返送を希望する場合は郵送料
　　　　　＋350円分の切手）貼付、返信先住所・氏名を記載）
　　　　　［郵送料はP４「返信用封筒と郵送料（切手代）のめやす」参照］
　　　　※おおむね50件を超えるような一括発行の場合は、P11の千葉県防災危機　
　　　管理部消防課予防・石油コンビナート班へ郵送してください。

窓　口　事前に連絡の上、危険物取扱者保安講習受講（仮）証明書を持参し、千葉県
防災危機管理部消防課予防・石油コンビナート班または（一社）千葉県危険
物安全協会連合会までお越しください。

　　　　（事前連絡がないと、対応者が不在の場合や、確認に時間をいただく場合が
ありますので、ご注意ください。）

　　　　※電子媒体（メール等）での送付はできかねますのでご了承ください。
　　　　※受講証明書の発行ではなく、免状裏面への証印を希望する場合は、P11の

①免状裏面に証印を受ける場合を参照のうえ、千葉県防災危機管理部消防課
予防・石油コンビナート班で証印を受けてください。（一社）千葉県危険物
安全協会連合会では対応できません。

申請書送付先及び問い合わせ先

　　　　一般社団法人千葉県危険物安全協会連合会
　　　　〒260-0843　千葉市中央区末広 2－14－1　ワクボビル 2階
　　　　　　　　　　Tel 043－266－7930　Fax 043－266－7931
　　　　E-mail：ckoushu@themis.ocn.ne.jp（事前連絡書メール送付先）
　　　　E-mail：chibakianren@peach.ocn.ne.jp（その他の保安講習関係お問い合わせ）

https://secure01.red.shared-server.net/www.ckianren.server-shared.com/
（一社）千葉県危険物安全協会連合会ホームページ

※全国危険物安全協会でもオンライン講習を行っています。

https://www.zenkikyo.or.jp/
（一財）全国危険物安全協会ホームページ
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